
令和６年度日向市集団指導資料

（地域包括ケア推進係担当分）

令和６年７月
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１ 介護保険法
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２ 地域包括ケアシステムの構築
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３ 地域支援事業の全体像
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４ 地域包括ケア推進係所管事務

番号 事業名 事業概要 備 考
１ 訪問型サービス

（介護予防・生活支援サービス事業）
①現行の訪問介護
②訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）
・栄養改善型 ○委託先：県栄養士会
・口腔機能向上型 ○委託先：ほり歯科医院

２ 通所型サービス
（介護予防・生活支援サービス事業）

①現行の通所介護
②通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）
○委託先：
・リハビリステーション アワダホーム（アワダホーム）
・ご長寿ケアのたちぬい集中コース（立縫会）
・牧水元気クラブ（玉峰会）
・ウサギのレッスン（あったかほーむ愛あい）
・グーリーのリハビリ教室（かい外科整形外科）
・三股病院デイケア杏林館（三股病院）
・未来図サテライト（WONDER未来図）
・瀧井病院（慶城会瀧井病院） ※新規受け入れ停止中

３ その他の生活支援サービス
（介護予防・生活支援サービス事業）

※申請必要書類
「日向・東臼杵 医療・介護地域資源リスト」
（９ページ参照）及び地域包括ケアシステム
に掲載あり

①栄養改善を目的とした配食
○委託先：共栄調剤薬局
○メニュー
・カロリー調整（低栄養）療養食 ・カロリー調整（過体重）療養食
・糖尿病療養食 ・たんぱく・塩分調整療養食
・透析療養食 ・やわらか食
・ムース食 ・胃潰瘍療養食
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・高たんぱく食
②見守り型配食サービス事業
○委託先：
・社 協：富高地区、塩見地区、財光寺地区、日知屋本郷地区、日知屋枝郷地

区、東郷地区（福瀬：鳥川、鵜戸木を除く）
・立縫会：平岩地区、南部地区（寺迫区を含む）、東郷地区(福瀬：鳥川、鵜戸木)

４ 地域リハビリテーション活動支援事業
（一般介護予防事業）

地域における介護予防・重症化予防を機能強化するために、通所、訪問、地域ケ
ア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場、高齢者宅への直接支援等へ
のリハビリテーション専門職等の関与を促進する。
○依頼先：主にＰＴ・ＯＴ

５ 住民主体型一般介護予防事業
（一般介護予防事業）
①住民主体型介護予防教室(いきいき百歳体操)
②住民主体型介護予防教室(いきいきサロン)

①住民主体型介護予防教室運営支援事業
・住民主体の介護予防教室の組織化事業
・住民主体の介護予防教室の初期支援事業
・住民主体の介護予防教室の継続実施に向けたフォローアップ事業
・関連備品等の貸し出し・提供事業 等

○委託先：日向市社会福祉協議会
②住民主体型介護予防教室（サロン等）運営支援事業業務
・民生委員等が主体となった介護予防教室の組織化事業
・認知症サロン等の組織化事業
・サロン等の継続実施に向けたフォローアップ事業
・関連備品等の貸し出し・提供事業 等

○委託先：日向市社会福祉協議会
６ 行政主体型一般介護予防事業

（一般介護予防事業）
※重層的支援体制整備事業として実施

介護福祉士等の専門職による介護予防教室
○委託先：・身体ケアセンター アワダホーム（アワダホーム）

・これから挑戦！心身の力元気塾（立縫会）
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（令和４年度～） ・牧水よりあいクラブ（玉峰会）
・フーリーの介護予防教室（かい外科整形外科）
・奈須接骨院体操教室（ラフィネ）
・未来図サテライト（WONDER未来図）

７ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
（包括的支援事業）
※重層的支援体制整備事業として実施
（令和４年度～）

地域包括支援センターの運営
・第 1号介護予防支援事業（総合事業対象者へのプラン作成）
・総合相談支援業務
・権利擁護業務
・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
・指定介護予防支援（要支援者へのプラン作成）

○委託先：各地域包括支援センター法人
８ 在宅医療・介護連携推進事業

（包括的支援事業）
地域における医療・介護の関係機関が連携し、高齢者に対する包括的かつ継続的
な一体的在宅医療・介護の提供
○在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
①在宅医療・介護連携事業者情報ＷＥＢの運営事業
・地域の医療・介護資源サービスの把握
・切れ目のない在宅医療と介護サービスの提供体制の構築推進
・医療・介護関係者の情報共有支援
・在宅医療・介護連携に関する相談支援

②日向・東臼杵市町村振興協議会福祉部会医療介護連携専門部会
・在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

９頁参照

９ 認知症総合支援事業
（包括的支援事業）
※市ホームページ

①認知症地域支援体制構築等推進事業業務委託
認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で生活を継
続する共生社会の実現を目指し、医療及び介護、生活支援を行うネットワークの
形成、認知症の人やその家族等への効果的な支援を推進する。

１５頁参照
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「認知症の人にやさしいお店♡事業所」

「コミュニティカフェ」

・認知症カフェ設置・運営（４箇所）
・認知症地域支援体制推進会議の開催（3～４回程度／年）
・認知症地域支援推進員を中心とした地域における支援体制の構築
・認知症サポーター養成講座の実施（サポーター数約 9,500 名）
・認知症フォーラムの開催開催及びサポーターの活動支援
・認知症の人にやさしい図書館・本の処方箋プロジェクト
・認知症の人にやさしいお店♡事業所
・傾聴ボランティア 等

○委託先 日向市社会福祉協議会
②認知症初期集中支援チーム業務委託
認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、
早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する

○委託先 医療法人向洋会協和病院
１０ 生活支援体制整備事業

（包括的支援事業）
※重層的支援体制整備事業として実施

（令和４年度～）
※市ホームページ

「地域活動ガイド」

専門スタッフによる支援だけに頼らない、地域で支える仕組みづくりの整備を目
指し、圏域毎に生活支援サービスコーディネーターの配置するとともに、住民主
体の介護予防事業の創設、サービスの担い手の養成、圏域別地域ケア会議などを
実施する。
・住民主体の一般介護予防教室の創設・運営
・圏域別地域ケア会議の実施
・協議体の運営
・生活支援サポーター（担い手）の養成
・地域資源の把握・運用・更新及び資源マップ等の作成
・高齢者を地域で支える有効な対策・体制等の構築

○委託先：日向市社会福祉協議会
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１１ 地域ケア会議推進事業
（包括的支援事業）
「地域ケア個別会議の見学（視聴）案内」

・２週間に 1回程度開催（１回あたり３事例程度）
○効果
・地域包括支援センター職員等のスキル向上
・地域課題の抽出及び課題に応じたサービスの構築
・専門職による悪化・リスク軽減につながる介護予防サービス助言

１２ 家族介護者教室開催事業
（任意事業）

高齢者を介護している家族や援助者等に対し介護方法や介護予防、介護者の健康
づくり等についての知識・技術を習得させるため、家族介護者教室を開催する。
○委託先：各地域包括支援センター法人

１３ 福祉用具事業 福祉用具の購入・貸与にあたって、費用を一部助成することにより、生活機能全
般の維持向上と高齢者の介護予防・重症化予防による健康寿命の延伸を目指す。
①日向市介護保険福祉用具購入費支給事業
（介護保険事業）

②日向市居宅介護予防福祉用具購入費助成事業
（市独自事業）

③日向市総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業（市独自事業）

令和６年度
集団指導【福
祉用具】参照

１４ ポケットステーション（市独自事業） 栄養及び口腔ケアの相談・助言窓口を設置し、必要に応じて訪問指導を実施する
ことにより、高齢者の栄養改善・口腔状態の低下を予防し、ＱＯＬの維持・向上
を図る。
①栄養 ○窓口：高齢者あんしん課
②口腔 ○委託先：ほり歯科医院
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（１）在宅医療・介護連携(入退院調整ルール、地域資源リスト）
■日向・東臼杵地域 入退院支援のためのコミュニケーションハンドブック（Ver.3.0）
（１）目的

入退院というライフイベントに関わる「医療関係者のスタッフ」と「介護支援専門員等」間の円滑な情報共有やコミュニケーションが円滑に行われ、
地域で暮らす高齢者やその家族が困らないようにすることを目的として作成されています。

（２）内容
高齢者の入退院支援を円滑に行うための「解決策」
（様式１）医療・介護連携情報共有連絡票【利用者の照会・相談等】
（様式２）医療・介護連携情報共有連絡票【担当介護支援専門員の連絡】
（様式３）医療・介護連携情報共有連絡票【利用者情報提供】

（３）取得方法
・宮崎県ホームページ ・日向保健所ホームページ ・日向・東臼杵地域 医療・介護地域資源リスト

■日向・東臼杵地域 医療・介護地域資源リスト
（１）目的

医療と介護の関係者が、連携に必要な情報等を提供し、照会先や協力依頼先の情報を適切に選択し連携することを目的にWEBサイトにて運用して
います。

（２）内容
・医療機関、薬局、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護サービス提供事業所等の連携窓口等の情報
・資料集（医療･介護連携情報共有連絡票、サービス提供事業者用アセスメントマニュアル、各事業申請に必要な様式、インフォーマル資源等の情報）

（３）ログイン方法
情報公開ページ 【閲覧用】https://www.hyugachiiki-iryorenkei.jp/

【情報入力用】https://www.hyugachiiki-iryorenkei.jp/hik_admin/

https://www.hyugachiiki-iryorenkei.jp/hik_admin/
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① 情報公開ページ【閲覧用】のURLを直接入力し、情報公開ページを開く。
② 各事業所に配布されている「WEBサービス登録証」の ID、パスワードを入力し、ログインする。
※情報公開ページは、非公開となっており、関係者のみの利用となっています。
ログインする場合は、直接URLを入力してページを開いてください。

（４）その他
・各機関の情報は、【情報入力用】のURLからログインし、入力をしてください。
・登録情報に変更が生じた場合は、すみやかに情報の更新をお願いします。

（２）福祉用具事業

■福祉用具関連事業
目的
福祉用具の購入・貸与にあたって、費用を一部助成することにより、生活機能全般の維持向上と高齢者の介護予防・重症化予防による健康寿命の延伸を目指
す。

【日向市介護保険福祉用具購入費支給事業】
（１）対象者
介護保険の被保険者であって、現在認定を受けている方

（２）購入費支給の対象物品（下記に加えて令和６年度からは選択制対象用具も対象です。詳細は令和６年度 集団指導【福祉用具】をご参照ください）
① 腰掛便座
② 入浴補助用具（入浴用いす、入浴用手すり、浴室内いす、入浴用介助ベルト等）
③ 簡易浴槽
④ 自動排泄処理装置の交換部品
⑤ 移動用リフトのつり具部分
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⑥ 排泄予測支援機器
（３）申請～支給までの流れ
①市へ申請→②内容審査→③可否決定後、支給決定通知書の送付→④用具購入→⑤市へ請求→⑥支給（事業所の口座に振込）

（４）提出書類
＜申請時＞
①介護保険居宅介護（支援）福祉用具購入事前審査依頼書兼福祉用具購入費支給申請書
②受領委任払用委任状（該当者のみ）
③見積書
④当該福祉用具の内容がわかるもの（パンフレット等）

＜変更・取下時＞
①福祉用具購入事前申請内容変更申出書

＜請求時＞
①請求書 ②領収書

（５）支給額
申請者の介護負担割合に応じた額（７～９割）

（６）介護給付適正化の考え方に基づいた事前審査
令和 22（2040）年には、高齢化率が 39.3％に達するとともに、高齢化に伴う介護認定者数の増加により、介護給付費もますます増加する見込みとなって

います。このような中、介護サービスを必要とする高齢者へ過不足のないサービスが適切に提供されるために「介護給付適正化事業」を実施し、その中でも
福祉用具購入については、事前審査制度を導入し、必要以上の福祉用具が購入されないよう、その必要性について十分な審査を行い、給付の適正化を図って
います。

＜審査における考え方＞
利用者の心身状況（生活動作、疾患、意欲等）、環境状況（家族、家屋、動線等）などを聞き取り、精査します。

（例） 用具が必要 → 理由は？ → 疾患により既存の入浴椅子では姿勢保持と立ち上がりができない、リハビリをしても改善されない → 一人で
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入浴するためには用具が必要

＜申請書の記入＞
・申請書の「福祉用具が必要な理由」には、次の記載例を参考にし、「介護者」、「福祉用具が必要になった経緯」、「総合的課題【個人・環境因子】」を簡潔
に記載してください。
（例１：ポータブルトイレの購入）
妻同居。R5.1.28 自宅転倒。2.2 に病院受診、腰椎圧迫骨折の診断。転倒骨折により生活機能が大幅に低下。腰痛による生活不活発から活動量低下し、下
肢筋力・体幹バランス低下。トイレまで距離があり、妻の過介護もある。以上のことからトイレに一人で行けないため、ポータブルトイレが必要。
（例２：シャワーチェアの購入）
妻、長男嫁と同居。R4.12 月右ラクナ梗塞診断、入院し、R5.5.15 退院。右ラクナ梗塞後遺症による上下肢の麻痺が著名。
【個人因子】右ラクナ梗塞後遺症による左不全麻痺によりバランス能力低下【環境因子】既存の椅子では高さが低い、トイレまで距離がある
・申請日（例 窓口に提出した日）の日付の記入をお願いします
・申請者は、福祉用具事業者ではなく「被保険者本人」となります。

（７）介護保険福祉用具購入・貸与における取扱について
別添「介護保険福祉用具購入・貸与における取扱について」のとおりです。

【日向市居宅介護予防福祉用具購入費助成事業】※別紙「令和６年度 集団指導【福祉用具】」をご参照ください。
（１）対象者
要支援認定者、総合事業対象者

（２）購入費支給の対象物品※別紙「令和６年度 集団指導【福祉用具】」をご参照ください。
①手すり ②スロープ ③入浴補助用具 ④歩行器 ⑤歩行補助杖 ほか
※③総合事業対象者のみ ※④要支援認定者のみ ※対象品はすべて、工事を伴わないものに限定する
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（３）申請～支給までの流れ
①クイック会議→②市へ申請→③支給決定通知書の送付→④用具購入→⑤市へ請求→⑥支給（事業所の口座に振込）

（４）提出書類
＜申請時＞
①日向市居宅介護予防福祉用具購入費助成事前審査依頼書兼助成金交付申請書
②受領委任払用委任状（該当者のみ）
③見積書
④当該福祉用具の内容がわかるもの（パンフレット等）
⑤生活機能評価表、総括表及びケアプラン等

＜変更・取下時＞
①日向市福祉用具購入費助成事前審査内容変更申出書
②日向市福祉用具購入費助成内容取下書

＜請求時＞ ※購入後、30日以内に提出
①日向市福祉用具購入費助成金請求書（※書式変更） ②領収書及び内訳書 ③福祉用具の写真

（５）支給額
申請者の介護負担割合に応じた額（７～９割） ※算出した額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする ※限度額１０万円

【日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業】
（１）対象者
総合事業対象者

（２）購入費支給の対象物品
①手すり ②スロープ ③歩行補助杖 ほか ※入浴補助用具は対象外 ※対象品はすべて、工事を伴わないものに限定する
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（３）申請～支給までの流れ
①クイック会議→②市へ申請→③支給決定通知書の送付→④用具貸与→⑤市へ請求→⑥支給（事業所の口座に振込）

（４）提出書類
＜申請時＞
①福祉用具貸与事業事前審査依頼書兼助成金交付申請書
②受領委任払用委任状（該当者のみ）
③見積書
④当該福祉用具の内容がわかるもの（パンフレット等）
⑤生活機能評価表及びケアプラン等

＜変更・取下時＞ ※いずれかを提出
①福祉用具貸与事業事前審査内容変更申出書
②福祉用具貸与事業内容取下書

＜請求時＞ ※貸与後、30日以内に提出
（初回）
①福祉用具貸与事業助成金請求書 ②領収書（最初の 1月分）及び内訳書 ③福祉用具の写真

（2回目以降）
①請求書

（５）支給額
購入費の負担割合に応じ、７～９割の額 ※算出した額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする

（６）助成期間
事前審査済み決定通知日の属する月から 11 月後までとする。
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（３）認知症総合支援事業

■日向市認知症ケアパス
（１）目的

「いつまでも住み慣れた地域で安全・安心に暮らせるまち」を基本目標に、地域の実情に応じ、認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れ
をまとめたもので認知症の人とその家族や支援者をサポートすることを目的とし、作成されたものです。

（２）取得方法
・日向市高齢者あんしん課
・日向市社会福祉協議会
・日向市ホームページ
・市内各包括支援センター

（３）その他
配布用に必要な場合は、お知らせ下さい。

■チームオレンジ
（１）チームオレンジとは

認知症サポーターの近隣チームによる認知症の人の悩みや家族への心理面・生活面の早期支援とともに、認知症の人や家族を含む地域の集い、シニア
世代の介護予防、認知症への理解の深化、専門機関へのつなぎ、世代間交流等に寄与することが期待される。地域の特性を勘案し、生活支援ニーズ等
を協議し、活動を展開する。
※認知症施策推進大綱では、２０２５年（令和 7年）には全市町村で整備することを目標としています。

（２）日向市の取り組み
コミュニティカフェを中心に、チームオレンジの立ち上げを計画しています。
市では、コミュニティカフェを中心とし、令和 4年度にステップアップ講座を開催し、チームオレンジを立ち上げています。
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【日向市認知症ケアパス】



17


